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計 画 書（素案） 
 

 

阪神間都市計画道路の変更（西宮市決定） 

 

 

都市計画道路中 3.5.169 号門戸仁川線を次のように変更する。 

種 

別 

名  称 位    置 区 域 構       造 

備考 
番 号 路線名 起 点 終 点 

主 な 

経過地 
延 長 

構 造 

形 式 

車 線 

の 数 

幅 

員 

地表式の区間に 

おける鉄道等と 

の 交 差 の 構 造 

幹 

線 

街 

路 

3.5.169 門戸仁川線 
西宮市 

門戸荘 

西宮市 

段上町 

４丁目 

西宮市

神呪町 

約 

2,200 

ｍ 

地表式 2 車線 12ｍ 

JR 山陽新幹線と

立体交差 

阪急電鉄今津線と

立体交差 

 

 

  「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 

 

理 由 書（素案） 
 

 門戸仁川線は、西宮市門戸荘の国道171号との交差点を起点とし、同市段上町４丁

目の中津浜線との交差点に至る延長約2.2ｋｍの幹線街路である。 

 このたび、兵庫県施行の二級河川津門川地下貯留管整備事業にあわせ、国道171号

との交差点において安全で円滑な交通を確保するため、一部区間の道路線形を変更

する。  
 

  



2 

変 更 前 後 対 照 表（素案） 
 

 

：変更箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

変
更 

種 

別 

名  称 位    置 区 域 構       造 

主  な 

変更内容 番 号 路線名 起 点 終 点 
主 な 

経過地 
延 長 

構 造 

形 式 

車 線 

の 数 

幅 

員 

変 

更 

前 

幹 

線 

街 

路 

3.5.169 門戸仁川線 
西宮市 

門戸荘 

西宮市 

段上町 

４丁目 

西宮市 

神呪町 

約 

2,200 

ｍ 

地表式 2 車線 12ｍ 

・一部区間の道路

線形変更 

変 

更 

後 

幹 

線 

街 

路 

3.5.169 門戸仁川線 
西宮市 

門戸荘 

西宮市 

段上町 

４丁目 

西宮市 

神呪町 

約 

2,200 

ｍ 

地表式 2 車線 12ｍ 
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３．５．１６９ 門戸仁川線 
総括図（素案） S=nonscale 
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３．５．１６９ 門戸仁川線 
計画図（素案） S=nonscale 
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（参考）事業の概要 

 

1. 門戸仁川線の概要 

（都）門戸仁川線は国道171号から宝塚

市境付近を結ぶ幹線道路であり、本事業

区間以北から山陽新幹線との立体交差部

付近までの区間は整備済みである。 

 

2. 都市計画等の経緯 

門戸仁川線における都市計画等の主な

経緯については、以下のとおりである。 

告示日 概 要 

昭和32月 12月 23日 都市計画決定 

昭和38年  2月 28日 
都市計画変更 

（線形及び幅員の変更） 

平成13年 10月 23日 都市計画変更（車線数の追加） 

令和2年度（予定） 

都市計画変更（区域の変更） 

※国道171号との接続部の 

交差角を是正 

 

3. 事業の概要 

本事業区間は、阪急電鉄の門戸厄神駅

に近い住宅街に位置し、国道171号から以

北地域への交通量が多いが、二級河川東

川水系津門川の河川区域が重複する道路

幅員が狭小な区間であり、歩道が整備さ

れていないため、歩行者と車両が錯綜す

る状況にある。 

本事業により、歩行者の安全な通行空

間の確保、地域間の移動円滑化を図ると

ともに、平行する（都）中津浜線との機

能分担を図る。 

本事業区間は、兵庫県が平成29年度か

ら事業中の二級河川津門川調節池整備事

業の上流端の分水施設位置と重複し、構

造的に双方合わせての検討が必要となる

ため、兵庫県河川事業と併せて整備する

ものである。 

平面図  

国
道
17
1号

中
津
浜
線

阪
急
今
津
線

事業区間  
L=280m  

山陽新幹線 

2,686 台/12h 

H27 道路交通センサス 

門
戸
厄
神
駅 

11,277 台/12h 

H27 道路交通センサス 

位置図  

当 該 箇 所  

【 ⻄ 宮 市 （ 南 部 ） 】  
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4. 上位計画における事業の位置付け 

西宮市道路整備プログラム（令和元年度～令和10年度）では、令和10年度まで

に着手・完了を予定する路線に位置付けられている。 

 

現況 
整備後 

（標準横断図） 

断面図（河川重複部） 
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⾨⼾仁川線街路事業 
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5. 都市計画で定める線形を変更する理由 
門戸仁川線は、西宮市門戸荘の国道171号との交差点を起点とし、同市段上町４

丁目の中津浜線との交差点に至る延長約2.2ｋｍの幹線街路である。 

 このたび、兵庫県施行の二級河川津門川地下貯留管整備事業にあわせ、国道1

71号との交差点において安全で円滑な交通を確保するため、一部区間の道路線

形を変更する。 

 

 

（都）門戸仁川線 
 道路規格 ：第4種第2級  

 標準幅員 ：12.0m（歩道2.5m、路肩0.5m、車線3.0m×2、路肩0.5m、歩道2.5m）  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

門戸仁川線 

都市計画線の比較 

都市計画線（現行） 
都市計画線（変更案） 
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6. 今後のスケジュール（案） 

本日の報告後、市政ニュース（令和3年2月10日号）と市ホームページで広報し、

2週間（令和3年2月10～25日予定）の素案閲覧と意見の受付を実施した後、都市

計画審議会において、付議を行う予定である。 

 

 

 

令
和
２
年
度 

変更素案の報告（市都市計画審議会） 

変更案の付議（市都市計画審議会） 

変更案の法定縦覧・意見書受付（2週間） 

都市計画変更（告示） 

意見書と市の考え方について説明・再付議 

（市都市計画審議会） 

都市計画変更（告示） 

意見書の提出がなかった場合 

5 ⽉下旬〜6 ⽉上旬 

意見書の提出があった場合 

11 ⽉ 13 日（本日） 

5 ⽉頃 

8 ⽉頃 

6 ⽉下旬 

9 ⽉頃 

変更素案の閲覧・意見受付（2週間） 

関係機関協議 

2 ⽉ 10〜25 日 

2 ⽉下旬〜3 ⽉中旬 

令
和
３
年
度 


